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議  事 

（１）「（仮称）Ｓｕｐｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ調布店」の新設について 

 

○松波会長 まず調布市の「（仮称）Ｓｕｐｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ調布店」に

おける、共進倉庫株式会社による新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○大橋課長代理 それでは、資料１の１ページ、審議案件の概要、「（仮称）Ｓｕｐｅｒ 

Ｓｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ調布店」の新設について、ご説明申し上げます。 

「１ 届出の概要」ですが、届出日が平成２８年１１月７日、設置者が共進倉庫株式会

社、店舗の名称が「（仮称）Ｓｕｐｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ調布店」、所在地が

東京都調布市飛田給一丁目３４番地１５ほかでございます。小売業者名は、ゼビオホール

ディングス株式会社ほか未定でございます。新設する日が平成２９年７月８日、店舗面積

は２，４２０平方メートルでございます。 

駐車場ですが、店舗地下１階、１階、２階にございまして計９０台、指針による必要駐

車台数９０台を満たしてございます。出入口が敷地北側に１カ所ございます。自動二輪車

用は５台ございます。駐輪場は敷地内北西側に計１２１台、条例等による算出台数１２１

台を満たしてございます。 

荷さばき施設ですが、敷地内南東側に１１０平方メートルの施設を設けます。使用時間

帯は、午前６時から午後１０時でございます。廃棄物等の保管施設ですが、店舗１階南側

に容量計１２．８５立方メートルの施設を設けます。指針に基づく排出予測量の１１．２

８立方メートルを満たしてございます。 

開店及び閉店時刻は、午前１０時から午後９時でございます。駐車場の利用時間帯は、

午前９時３０分から午後９時３０分でございます。 

「２ 周辺の生活環境等」ですが、用途地域は準工業地域が６７．２％、近隣商業地域

が３２．８％でございます。計画地は、京王線「飛田給駅」の北、約３００メートルに位

置してございます。東側は住宅、店舗、倉庫、西側は市道を挟んで住宅、店舗、南側は市

道を挟んで住宅、駐車場、北側は国道２０号（甲州街道）を挟んでスタジアムが立地して

いるという環境でございます。 

「３ 説明会について」ですが、開催日時が平成２８年１２月１８日（日）午前１０時

から午前１０時４０分まで、味の素スタジアム、インタビュー室で行われまして、出席者
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数が９名という報告を受けてございます。 

「４ 法８条に基づく意見」ですが、調布市の意見を平成２９年１月１９日に受理して

ございますが、意見はございません。公告による申出者の意見もございません。協議会で

の意見もございません。 

宇於﨑委員より、事前にご質問をいただいております。３ページをご覧ください。 

駐輪場１２１台分（プラス従業員用）が北西角に確保されているが、交差点に面してい

るため、あふれ出し等に関する予防及び路上駐輪の防止が重要である。従業員の巡回によ

る管理が図られるようであるが、具体的には、どの程度の頻度で、どのように指導をして

いく予定なのかというご質問でございます。 

お手元の届出書の１１ページに条例による算定が、７、８ページに類似店データからの

算定がございますので、届出書もあわせてごらんください。 

回答でございますが、駐輪場は調布市条例に基づき１２１台を設置しており、類似店の

ピーク１時間の最大台数３９台、こちらのほうが資料８ページ中ほどの表に入っておりま

して、十分な台数を確保しておりますので、台数不足によるあふれ出しはほぼ発生しない

と考えております。 

路上駐輪に対する対策としまして、駐輪場に防犯カメラを設置し監視するとともに、従

業員による巡回を朝夕１回から最大１時間に１回程度の頻度で行うことを検討しておりま

す。頻度は、当日の入店者数等に応じ、きめ細かく変えていきます。また、オープン時及

び繁忙時には、駐輪場に専門の整理員を１名配置することを検討しております。 

指導に関しましては、路上駐輪を確認した際、従業員、整理員がお客様にお声がけし駐

輪場への駐車を促します。 

 という回答でございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いいたします。 

宇於﨑委員、ございますか。 

○宇於﨑委員 いえ、結構です。 

○松波会長 今の資料１の３ページの宇於﨑委員の質問の部分ですけれども、駐車場とあ

りますけれども駐輪場ですね。ここはミスプリということで、訂正をお願いしたいと思い

ます。 

○宇於﨑委員 失礼しました。 
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○松波会長 それでは、中西委員、ございますか。 

○中西委員 ございません。 

○松波会長 吉田委員、ございますか。 

○吉田委員 ございません。 

○松波会長 森本委員、ございますか。 

○森本委員 ございません。 

○松波会長 木村委員、ございますか。 

○木村委員 ございません。 

○松波会長 近藤委員、ございますか。 

○近藤委員 ございません。 

○松波会長 それでは、審議会としましては、本案件は意見なしと決定いたしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○松波会長 それでは、「（仮称）Ｓｕｐｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ調布店」にお

ける、共進倉庫株式会社による新設の届出については、次のように決定いたします。 

本案件に係る届出は、調布市の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基づ

く指針を勘案し、総合的に判断して意見なしとすると決定いたします。 

 

（２）「ＡＯＫＩ大田千鳥総本店」の新設について 

 

○松波会長 次は、大田区の「ＡＯＫＩ大田千鳥総本店」における、株式会社ＡＯＫＩに

よる新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○大橋課長代理 最初に、本案件でございますが、届出書４ページ下の届出の経緯をごら

んください。 

ここにありますとおり、この店舗は平成２０年より、店舗面積９９７平方メートルで営

業しております。このたび、店舗内の売り場を拡大することにより店舗面積が１，０００

平方メートルを超えるため届出が行われたものでございます。 

それでは、資料１の４ページ、審議案件の概要、ＡＯＫＩ大田千鳥総本店の新設につい

て、ご説明申し上げます。 



4 

 

「１ 届出の概要」ですが、届出日が平成２８年１１月１５日、設置者が株式会社ＡＯ

ＫＩ、店舗の名称が「ＡＯＫＩ大田千鳥総本店」、所在地が東京都大田区千鳥二丁目１０

番８号でございます。小売業者名は、株式会社ＡＯＫＩでございます。新設する日が平成

２９年７月１６日、店舗面積は１，３２６平方メートルでございます。 

駐車場ですが、店舗１階に４０台、指針による必要駐車台数４０台を満たしてございま

す。出入口が敷地東側と北側に計２カ所ございます。自動二輪車用は３台分ございます。

駐輪場は、敷地南側と店舗１階南側に計８８台、条例等による算出台数８８台を満たして

ございます。 

荷さばき施設ですが、店舗１階南西側に３２平方メートルの施設を設けます。使用時間

帯は、午前６時から午前９時でございます。廃棄物等の保管施設ですが、店舗１階南側に

容量計１０．２１立方メートルの施設を設けます。指針に基づく排出予測量の６．１８立

方メートルを満たしてございます。 

開店及び閉店時刻は、午前１０時から午後８時でございます。駐車場の利用時間帯は、

午前９時３０分から午後８時３０分でございます。 

「２ 周辺の生活環境等」ですが、用途地域は準工業地域でございます。計画地は、東

急池上線「千鳥町駅」の南東、約７００メートルに位置してございます。東側は国道１号

を挟んで集合住宅、カーディーラー、西側は事務所、南側は戸建住宅及び事業所、北側は

区道を挟んで事業所及び集合住宅が立地しているという環境でございます。 

「３ 説明会について」ですが、開催日時が平成２８年１２月１３日（火）午後７時か

ら午後７時３０分まで、大田区民プラザで行われまして、出席者数が１名という報告を受

けてございます。 

「４ 法８条に基づく意見」ですが、大田区の意見を平成２９年２月２３日に受理して

ございますが、意見はございません。公告による申出者の意見もございません。協議会で

の意見もございません。 

宇於﨑委員より、事前にご質問をいただいております。６ページをごらんください。 

荷さばき車両は出入口②を利用するものと思われるが、区道９－４７号は通学路となっ

ている。荷さばき車両は朝６時から９時の間に廃棄物車両と合わせて４台が出入りするこ

とになるが、通学中の児童に危険はないか、交通整理員は繁忙時に必要に応じてとなって

いるが、通学時間帯には必ず常駐させることはできないかというご質問でございます。 

回答でございますが、当該店舗は平成２０年より営業しており、荷さばき、廃棄物収集
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の時間と台数は従前より変更はございません。店舗北側の区道は駐車場出入り口の反対側

にガードレールがあり、通学児童はガードレール内を通ります。現在まで危険な状況は発

生していないことや開店時刻前の時間であることから、交通整理員を通学時間帯に常駐さ

せることは控えさせていただくことをご理解願います。 

なお、大規模小売店舗としてオープンする際は、再度、状況を確認し、必要に応じ出入

口の安全対策を検討してまいりますという回答でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いいたします。 

宇於﨑委員、ございますか。 

○宇於﨑委員 ありません。 

○松波会長 中西委員、ございますか。 

○中西委員 ございません。 

○松波会長 吉田委員、ございますか。 

○吉田委員 この事前質問にあります答えで、平成２０年より営業していて危険な状況は

発生していないのでとありますけれども、今回、広くするという変更でございますよね。

ですので、それによって、駐車場の周辺が朝６時から９時の間の廃棄物車両と合わせて荷

さばき車両とで４台が出入りすると。それが増えるということは、ないのでしょうかね。 

 というふうに考えますと、ガードレールがあるからといっても最近はいろいろな車両の

事故がございますので、この回答に納得というよりは、最後に「なお」と書いてございま

すけれども、今までとは多少変わる可能性があるので通学時間帯には配置をしていただく

という方向でお願いしたほうがよろしいのではないかなと思うのですが、いかがでござい

ましょうか。今までなかったからいいということも、やはり変更がある限りは、その可能

性も含んで考えていただいたほうがいいのではと思いました。ご検討いただきたいと思い

ます。 

○小林課長 子どもたちに関しては、注意喚起はいたします。とりあえず、通学時間帯の

荷さばき車両の台数については、変更がないということなので、今回の店舗が大きくなる

ということとは直接連動はしていません。 

○吉田委員 荷物が増えるということは、ないと。 

○小林課長 荷物は増えるかもしれませんけれども、トラックの台数は同じです。 

○吉田委員 同じですか。 
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○小林課長 はい。 

○吉田委員 それから、廃棄物車両も同じですか。 

○小林課長 廃棄物車両も同じです。 

○吉田委員 増える可能性は考える必要はない。 

○小林課長 ないです。 

○吉田委員 ああ、そうなのですか。では、結構でございます。 

○松波会長 岡村委員、ございますか。 

○岡村委員 特にございませんが、今の件も一般論としては懸念される事項で検討すべき

ですし、こちらで質問して回答いただくべき事項ですが、この写真、それから状況を見る

限りでは、これでおおむね問題はないのかなと。本当に事故が起こるときは、人を配置し

ても起こる場合もございますし、また一般論としては一般の車両の出入りのほうが何かと

予想できないことが起きるということであれば、プロの運転手さんで４台ということであ

れば、おおむね、このご回答でいいのかなというふうには私は思っております。 

○松波会長 森本委員、ございますか。 

○森本委員 特にございません。 

○松波会長 木村委員、ございますか。 

○木村委員 ございません。 

○松波会長 近藤委員、ございますか。 

○近藤委員 ございません。 

○松波会長 それでは、審議会としましては、本案件は意見なしと決定いたしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○松波会長 それでは、「ＡＯＫＩ大田千鳥総本店」における、株式会社ＡＯＫＩによる

新設の届出については、次のように決定いたします。 

本案件に係る届出は、大田区の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基づ

く指針を勘案し、総合的に判断して意見なしとすると決定いたします。 

それでは、これで本日の審議は終了いたします。ご審議、ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の東京都大規模小売店舗立地審議会を終了とします。委員の皆

様には、大変ご苦労さまでした。 


